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§１．はじめに

１．定住自立圏構想の趣旨

定住自立圏の形成にあたっては、医療や買物など住民生活に必要な機能について一定の集積
があり、周辺の市町村の住民もその機能を活用しているような都市が「中心市」となるものとしてい
ます。
圏域全体においては、「中心市」が中心的な役割を担うことを想定し、「中心市」が周辺の市町
村と役割分担した上で、NPOや企業など民間の担い手とも連携して生活機能の確保のための事
業を実施し、人口定住を図っていくものとしています。

２．定住自立圏構想の取組状況

総務省のデータによると、令和２年10月１日現在において、140市が中心市宣言済みであり、
128圏域（延べ537市町村）で定住自立圏形成協定締結又は定住自立圏形成方針策定
済みであるとしています。

（出典：総務省ホームページ）
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§２．那須地域定住自立圏構想について

１．概要

那須塩原市が定住自立圏構想における中心市としての要件を具備したことに伴い、既に圏域
を形成していくこととした大田原市をはじめとする「八溝山周辺地域定住自立圏」の構成市町とに
おいて、新たに栃木県内の那須地域で定住自立圏を形成することについての協議を踏まえ、大
田原市、那須町、那珂川町、そして中心市である本市の２市２町で「那須地域定住自立圏構
想」を形成することとしました。

（出典：総務省ホームページ）2



２．検討体制

（１）組織体制

【那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会】
＜委員＞ 11名（任期２年）

【那須地域定住自立圏推進協議会】
＜組織＞ 市町長（会長：那須塩原市長）

【那須地域定住自立圏推進協議会 連絡調整会議】
＜組織＞ 副市町長（座長：那須塩原市副市長）

【那須地域定住自立圏推進協議会 幹事会】
＜組織＞ 企画担当部課長（幹事長：那須塩原市企画部長）

【那須地域定住自立圏推進協議会 部会】
＜組織＞ 担任事務に関係する構成市町の職員

（部会長：那須塩原市の職員の中から那須塩原市長が指名）

（２）各組織の役割

① 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会
・ 共生ビジョンの策定又は変更に関すること
・ その他那須地域定住自立圏構想の推進に関すること

② 那須地域定住自立圏推進協議会
・ 定住自立圏の形成に関する協議及び調査に関すること
・ 定住自立圏形成協定に関すること
・ 定住自立圏共生ビジョンに関すること
・ 上記に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項

③ 那須地域定住自立圏推進協議会 連絡調整会議
・ 協議会運営に関する方針その他特に会長が必要と認める事項の協議及び調整

④ 那須地域定住自立圏推進協議会 幹事会
・ 協議会提案事項その他の協議及び調整

⑤ 那須地域定住自立圏推進協議会 部会
・ 担任事務について調査研究及び立案
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§３．取組事業について
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那須地域定住自立圏推進協議会規約

(設置)

第１条 定住自立圏構想の円滑な推進を図るため、那須地域定住自立圏推進協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。

(組織)

第２条 協議会は、次に掲げる市町（以下「構成市町」という。）をもって構成し、そ

の長を委員として組織する。

那須塩原市 大田原市 那須町 那珂川町

(協議事項)

第３条 協議会においては、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定住自立圏の形成に関する協議及び調査に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定に関すること。

(3) 定住自立圏共生ビジョンに関すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項

(会長)

第４条 協議会に会長を置く。

２ 会長は、那須地域定住自立圏の中心市である那須塩原市の長をもって充てる。

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

４ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴

くことができる。

(幹事会)

第６条 協議会に幹事会を置く。

２ 幹事会は、協議会提案事項その他の協議及び調整を行う。

３ 幹事会は、構成市町の企画担当部課長をもって構成する。

４ 幹事会に幹事長を置き、幹事長は那須塩原市企画担当部長をもって充てる。 5



５ 幹事長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を

聴くことができる。

(部会)

第７条 幹事会に部会を置く。

２ 部会は、担任事項について調査研究及び立案に当たる。

３ 部会は、担任事項に関係する構成市町の職員をもって構成する。

４ 部会に部会長を置き、部会長は那須塩原市職員の中から那須塩原市長が指名する者

をもって充てる。

５ 部会で調査研究及び立案した事項は、幹事会において協議及び調整を行う。

(連絡調整会議)

第８条 会長は、特に必要があると認めるときは、随時、構成市町の副市町長等（副市

長若しくは副町長が不在又は空席の市町にあっては、当該副市町長の職務を代理する

職にある職員）からなる連絡調整会議を招集することができる。

２ 連絡調整会議は、協議会運営に関する方針その他特に会長が必要と認める事項の協

議及び調整を行う。

３ 連絡調整会議に座長を置き、座長は那須塩原市副市長をもって充てる。

４ 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴

くことができる。

(事務局)

第９条 協議会の事務を処理するため、那須塩原市に事務局を置く。

(その他)

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が会議に

諮り定めるものとする。

附 則

この規約は、平成２６年４月１日から施行する。
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